




























令和４年度 コロナを乗り越える！アート映像等配信事業 

 

１ 目的 

新型コロナウイルス感染症の影響により、県内における文化芸術活動の制限が想定されることから、

映像配信を用いた多様な形での芸術表現や発信などの取組を支援し、県民の文化芸術活動と鑑賞機会

を維持・確保する。 

 

２ 補助対象となる事業の概要 

新型コロナウイルスの感染防止に努めながら取り組む公演・展示等について、映像配信に要する経

費を支援する。 

※無観客に限らず観客を入れた公演等（有償も可）も対象とし、感染防止策を講じた事業に限る。 

 

３ 補助対象経費 

公演・展示等の映像配信に要する経費 

【主な対象経費】 

機材（カメラや通信機器等）賃借料、配信経費、映像編集経費、映像配信に係る広報宣伝費、及び

映像撮影や映像配信に要する外部スタッフ人件費等 

 

４ 事業実施主体 

県内で文化芸術活動を行う団体または個人 

 

５ 交付申請の時期（募集期間） 

   令和４年４月１日～１２月１５日（予定）（随時受付） 

※補助事業の実施期間は、交付決定を受けた日から令和５年２月１５日まで 

 

６ 補助率、上限額 

 １／２、２５０千円 

 

７ 申請方法 

交付申請書、事業計画書、収支予算書（指定様式）及び審査の参考となる書類を添付の上、申請し

てください。なお、様式は鳥取県文化政策課ホームページからダウンロードできます。 

 

８ 窓口・問合せ先 

鳥取県地域づくり推進部文化政策課 

住所 〒680-8570 鳥取市東町一丁目２２０（鳥取県庁本庁舎６階） 

電話 0857-26-7134／ﾌｧｸｼﾐﾘ 0857-26-8108／電子メール bunsei@pref.tottori.lg.jp 

ホームページ https://www.pref.tottori.lg.jp/bunkaseisaku/ 
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